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Ⅰ 検査目的及び項目 
本検査※は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号。）第１６条の３第 1 項に基づき実施する核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和

４１年総理府令第３７号。）第３条の６第３号に係る使用前検査について、その他の加工施設

が認可した設計及び工事の方法の申請（以下「設工認申請書」という。）に従い製作、据付さ

れ、所定の性能を有しており、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するもので

あることを確認するもので、以下の検査を実施する。 
なお、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準とは、加工施設の性能に係る技術上の基

準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第１９号。以下「性能の技術基準」という。）

のうち第４条第１項、同条第３項、第５条、第６条第１項、第８条第１項、第１６条第２項及

び第２３条第１項である。 
※原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）附則第７条第１項の規定

に基づき、なお従前の例による。 
 

〇その他の加工施設 

耐震検査、配置及び員数検査、外観検査、性能検査、設計変更による工事を伴わないもの

又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合性確認結果の検査 

      

Ⅱ 検査場所  
日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附５０４番地２２ 

 
Ⅲ 検査範囲  

１ 検査対象施設及び範囲 

その他の加工施設 

非常用設備 

 非常用電源設備 

ディーゼル発電機Ａ、Ｂ 

 その他の構成機器 

  ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂ 

  燃料サービスタンクＡ、Ｂ 

  屋外軽油タンク 

屋外軽油タンク２ 

燃料移送ポンプＡ、Ｂ 

燃料供給配管 
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２ 認可関係 

認可年月日及び認可番号 

令和元年１２月２６日 原規規発第１９１２２６１号 

 
Ⅳ 検査方法 

１．耐震検査 

  ａ．検査前確認事項 

    (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

    (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

    (3)  使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効

期限内であることを校正記録により確認する。 

  ｂ．検査手順 

    (1) ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂの基礎ボルト及び据付ボルトの材料を申請者の品質

記録により確認する。 

  (2) ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂの基礎ボルトの本数、呼び径及びボルト間隔を申請

者の品質記録により確認する。 

(3) ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂの据付ボルトの本数、呼び径及びボルト間隔を立会

い又は申請者の品質記録により確認する。 

    （添付資料－２ 図－６参照） 

 

２．配置及び員数検査 

ａ．検査前確認事項 

    (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

    (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

  ｂ．検査手順 

    (1) ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂの配置及び員数を立会い又は申請者の品質記録によ

り確認する。 

(2) ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂの検査、保守等に必要なスペースが確保されている

ことを立会い又は申請者の品質記録により確認する。 

（添付資料－２ 図－２、５参照） 

 

３．外観検査 

 ａ．検査前確認事項 

  (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 
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  (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

 ｂ．検査手順 

  (1) ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂの主要な構造材が不燃性材料であることを申請者の

品質記録により確認する。 

    (2)  ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂの外観を立会い又は申請者の品質記録により確認す

る。 

（添付資料－２ 表－１、図－５参照） 

  

４．性能検査 

ａ．検査前確認事項 

  (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

  (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

    (3) 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効

期限内であることを校正記録により確認する。 

 ｂ．検査手順 

  (1) ディーゼル発電機の起動後、模擬負荷を接続し、必要な設備に電力を供給するため

の容量約 1900kW を有していることを申請者の品質記録により確認する。 

    (2)  高圧母線連絡遮断器を開放し、非常用高圧母線を停電させた時、ディーゼル発電機

が自動起動し、電圧確立した後、給電を開始することを立会い又は申請者の品質記録

により確認する。 

（添付資料－２ 図－４参照） 

 

 ５．設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合

性確認結果の検査 

  ａ．検査前確認事項 

   (1) 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

   (2) 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

 

  ｂ．検査手順 

   (1) ディーゼル発電機Ａ、Ｂについて、添付資料－２「表－２（１／３）～表－２（３

／３）」のとおり、下記の性能の技術基準に適合していることを、申請者の品質記録に

より確認する。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第８条第１項） 
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    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

    (2) 燃料サービスタンクＡ、Ｂについて、添付資料－２「表－２（１／３）～表－２（３

／３）」のとおり、下記の性能の技術基準に適合していることを、申請者の品質記録に

より確認する。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

   (3) 屋外軽油タンク及び屋外軽油タンク２について、添付資料－２「表－２（１／３）

～表－２（３／３）」のとおり、下記の性能の技術基準に適合していることを、申請者

の品質記録により確認する。 

・火災等による損傷の防止（第４条第１項及び第３項） 

・安全機能を有する施設の地盤（第５条） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第８条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

    (4) 燃料移送ポンプＡ、Ｂについて、添付資料－２「表－２（１／３）～表－２（３／

３）」のとおり、下記の性能の技術基準に適合していることを、申請者の品質記録によ

り確認する。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

・安全機能を有する施設の地盤（第５条） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

    (5) 燃料供給配管について、添付資料－２「表－２（１／３）～表－２（３／３）」のと

おり、下記の性能の技術基準に適合していることを、申請者の品質記録により確認す

る。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 
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Ⅴ 判定基準   

  １．耐震検査 

   (1) 制御盤の基礎ボルト及び据付ボルトの材料が、炭素鋼（SS400）であること。 

  (2) 制御盤の基礎ボルトの本数が１２本、呼び径がＭ１２及びボルト間隔が 1600mm 以上

であること。 

(3) 制御盤の据付ボルトの本数が１２本、呼び径がＭ１２及びボルト間隔が 1800mm 以上

であること。 

 

２．配置及び員数検査 

  (1) 制御盤の配置及び員数が設工認申請書のとおりであること。 

(2) 制御盤の検査、保守等に必要なスペースが確保されていること。 

 

３．外観検査 

  (1) 制御盤の主要な構造材が鋼材であること。 

    (2) 制御盤の外観に使用上有害な傷、変形のないこと。 

 

 ４．性能検査 

(1) ディーゼル発電機が 1900kW 以上の負荷で１時間以上運転できること。 

    (2)  非常用高圧母線が停電し、警報が発生してから２０秒以内にディーゼル発電機の受電

遮断器が投入されること。 

 

５．設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合

性確認結果の検査 

(1) ディーゼル発電機Ａ、Ｂについて、設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術

基準に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第８条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

    (2) 燃料サービスタンクＡ、Ｂについて、設工認申請書に従って行われ、下記の性能の

技術基準に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

   (3) 屋外軽油タンク及び屋外軽油タンク２について、設工認申請書に従って行われ、下
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記の性能の技術基準に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第１項及び第３項） 

・安全機能を有する施設の地盤（第５条） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第８条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

    (4) 燃料移送ポンプＡ、Ｂについて、設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術

基準に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

・安全機能を有する施設の地盤（第５条） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

    (5) 燃料供給配管について、設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基準に適

合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

    ・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

    ・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

 

Ⅵ 添付資料 

添付資料－１ 立会区分表 

添付資料－２ 関連図面等一覧 

 （１／１１）表－１（１／２） 非常用設備の仕様（ディーゼル発電機） 

 （２／１１）表－１（２／２） 非常用設備の仕様（ディーゼル発電機） 

 （３／１１）図－１ 非常用設備（ディーゼル発電機） 構造図 

 （４／１１）図－２ 非常用設備（ディーゼル発電機） 機器配置概略図 

 （５／１１）図－３ 非常用設備（ディーゼル発電機） 系統概略図 

（６／１１）図－４ 非常用電源系説明図 

 （７／１１）図－５ ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂ 外形図 

 （８／１１）図－６ ディーゼル発電機制御盤 据付ボルト及び基礎ボルト配置図 

 （９／１１）表－２（１／３） 設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工

事を伴わないものの検査項目、方法及び判定基準 

       【検査項目一覧】 

（１０／１１）表－２（２／３） 設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工

事を伴わないものの検査項目、方法及び判定基準 

       【検査項目、方法及び判定基準】 
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（１１／１１）表－２（３／３） 設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工

事を伴わないものの検査項目、方法及び判定基準 

       【検査項目、方法及び判定基準】 

添付資料－３ 使用前検査成績書様式 

 

 

 



 
 

 

立 会 区 分 表 

 

施設区分 設備等の名称 

重要度に 

よる区分 
立会区分 

安重区分 
耐震重要

度分類 
耐震検査 

配置及び 

員数検査 
外観検査 性能検査 

適合性確認

の検査＊ 
備考 

その他の

加工施設 

 

非
常
用
電
源
設
備 

ディーゼル発電機
Ａ、Ｂ 

非安重 第２類 

－ － － 

A/B 

B 

［記号説明］ 

A/B：立会検査

又は記録検査 

B：記録検査 

そ
の
他
の
構
成
機
器 

ディーゼル発電
機制御盤Ａ、Ｂ A/B A/B A/B － 

燃料サービスタ
ンクＡ、Ｂ 

－ － － － B 

屋外軽油タン
ク、屋外軽油タ
ンク２ 

燃料移送ポンプ
Ａ、Ｂ 

燃料供給配管 

＊設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合性確認結果の検査 
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 図－５ ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂ 外形図 

ディーゼル発電機 

盤 A,B 

ディーゼル発電機 

中性点接地盤 A,B 

ディーゼル発電機 

自動起動盤 A,B 

ディーゼル発電機制御盤 A,B 外形図（寸法については参考値） 



 

添付資料－２（８／１１） 

-16- 

図－６ ディーゼル発電機制御盤 据付ボルト及び基礎ボルト配置図 
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添付資料－３ 

原規規発第２０１０２６６号 
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使 用 前 検 査 成 績 書 

申請者及び事業所名 日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 

検 査 範 囲 

その他の加工施設 

非常用設備 

非常用電源設備 

ディーゼル発電機Ａ、Ｂ 
    その他の構成機器 
     ディーゼル発電機制御盤Ａ、Ｂ 
     燃料サービスタンクＡ、Ｂ 
     屋外軽油タンク 

屋外軽油タンク２ 
燃料移送ポンプＡ、Ｂ 
燃料供給配管 

検 査 場 所  
日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附５０４番地２２ 

申 請 年 月 日 及 び 

申 請 番 号 
２０２０年３月２７日 ２０１９濃計発第２１６号 

検 査 項 目 検 査 年 月 日 結 果 摘 要 

別紙－２のとおり 別紙－１のとおり 
別紙－２の

とおり 
別紙－２のとおり 

原 子 力 検 査 官 別紙－１のとおり 

検 査 立 会 責 任 者  

（ 役 職 名 ） 
別紙－１のとおり 

備 考 

設工認申請書に記載されている核燃料物質の加工の事業に

関する規則第３条の６第４号に基づく加工施設の性能検査を

もって終了とする。 



 

 

別紙－１ 

検査年月日 原子力検査官 
検査立会責任者 

（役職名） 
特記事項 

年   月   日 

  

 

年   月   日 

  

 

年   月   日 

  

 

年   月   日 

  

 

-22- 



 

- 23 - 
 

別紙－２ 

 

 

検 査 項 目 検 査 年 月 日 結 果 摘 要 

耐 震 検 査     年  月  日  
別紙－３、４ 

のとおり 

配 置 及 び 員 数 検 査     年  月  日  
別紙－５、６ 

のとおり 

外 観 検 査     年  月  日  
別紙－７、８ 

のとおり 

性 能 検 査     年  月  日  
別紙－９、１０ 

のとおり 

設計変更による工事を伴

わないもの又は設計変更

及び工事を伴わないもの

に対する適合性確認結果

の検査 

    年  月  日  
別紙－１１、１２ 

のとおり 
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別紙－３ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

              検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査項目：耐震検査 

検査範囲 

その他の加工施設 

非常用設備 

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

ディーゼル発電機制御盤 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を

有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを

校正記録により確認する。 

 記録 

 

備  考： 

 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－４（１／２） 

耐 震 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

              検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備 

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

   ディーゼル発電機制御盤Ａ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

制御盤の基礎ボルト及び据付ボルトの材料が、炭素

鋼（SS400）であること。 
  

制御盤の基礎ボルトの本数が１２本、呼び径が

Ｍ１２及びボルト間隔が 1600mm 以上であること。 
  

制御盤の据付ボルトの本数が１２本、呼び径が

Ｍ１２及びボルト間隔が 1800mm 以上であること。 
  

備  考： 

 立会検査で使用した検査用計器を別紙－１３に示す。 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－４（２／２） 

耐 震 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

              検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備 

   非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

ディーゼル発電機制御盤Ｂ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

制御盤の基礎ボルト及び据付ボルトの材料が、炭素

鋼（SS400）であること。 
  

制御盤の基礎ボルトの本数が１２本、呼び径が

Ｍ１２及びボルト間隔が 1600mm 以上であること。 
  

制御盤の据付ボルトの本数が１２本、呼び径が

Ｍ１２及びボルト間隔が 1800mm 以上であること。 
  

備  考： 

 立会検査で使用した検査用計器を別紙－１３に示す。 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－５ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年       月      日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所  加工施設 

検査項目：配置及び員数検査 

検査範囲 

その他の加工施設 

非常用設備 

   非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

 ディーゼル発電機制御盤 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

 

備  考： 
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別紙－６（１／２） 

 

配 置 及 び 員 数 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

      ディーゼル発電機制御盤Ａ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

 制御盤の配置及び員数が設工認申請書のとおりで

あること。   

制御盤の検査、保守等に必要なスペースが確保され

ていること。   

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－６（２／２） 

 

配 置 及 び 員 数 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                              

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

    ディーゼル発電機制御盤Ｂ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

 制御盤の配置及び員数が設工認申請書のとおりで

あること。   

制御盤の検査、保守等に必要なスペースが確保され

ていること。   

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－７ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査項目：外観検査 

検査範囲 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                             

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

  ディーゼル発電機制御盤 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

 

備  考： 
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別紙－８（１／２） 

 

外 観 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                                                

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

ディーゼル発電機制御盤Ａ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

制御盤の主要な構造材が鋼材であること。   

制御盤の外観に使用上有害な傷、変形のないこと。   

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 

 

   

  

 



- 32 - 

別紙－８（２／２） 

 

外 観 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                         

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

ディーゼル発電機制御盤Ｂ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

制御盤の主要な構造材が鋼材であること。   

制御盤の外観に使用上有害な傷、変形のないこと。   

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－９ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査項目：性能検査 

検査範囲 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                             

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を

有し、校正が適切に行われ、有効期限内であることを

校正記録により確認する。 

 記録 

 

備  考： 

 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－１０（１／２） 

 

性 能 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                             

非常用電源設備 

ディーゼル発電機Ａ 

 その他の構成機器 

ディーゼル発電機制御盤Ａ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

ディーゼル発電機が 1900kW 以上の負荷で１時間以

上運転できること。   

非常用高圧母線が停電し、警報が発生してから２０

秒以内にディーゼル発電機の受電遮断器が投入され

ること。 
  

備  考： 

 立会検査で使用した検査用計器を別紙－１３に示す。 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 

 

 遮断器投入までの時間：       秒 

 

発電機電圧（参考値）：       V（ディーゼル発電機自動起動盤Ａ） 
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別紙－１０（２／２） 

 

性 能 検 査 記 録 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                             

非常用電源設備                                                                      

ディーゼル発電機Ｂ 

その他の構成機器 

ディーゼル発電機制御盤Ｂ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

ディーゼル発電機が 1900kW 以上の負荷で１時間以

上運転できること。   

非常用高圧母線が停電し、警報が発生してから２０

秒以内にディーゼル発電機の受電遮断器が投入され

ること。 
  

備  考： 

 立会検査で使用した検査用計器を別紙－１３に示す。 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 

  

  遮断器投入までの時間：       秒 

 

発電機電圧（参考値）：       V（ディーゼル発電機自動起動盤Ｂ） 
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別紙－１１ 

 

検 査 前 確 認 事 項 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査項目：設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適

合性確認結果の検査 

検査範囲 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                             

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

申請者の品質記録が準備されていることを確認する。  記録 

必要な図面等が準備されていることを確認する。  記録 

 

備  考： 
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別紙－１２（１／５） 

 

設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合性確認結

果の検査記録 

 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                   

非常用電源設備 

ディーゼル発電機Ａ、Ｂ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

 

設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基準

に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第８条第１項） 

・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

 

  

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－１２（２／５） 

 

設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合性確認結

果の検査記録 

 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                                       

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

燃料サービスタンクＡ、Ｂ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

 

設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基

準に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

 

  

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－１２（３／５） 

 

設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合性確認結

果の検査記録 

検査年月日：      年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                             

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

屋外軽油タンク 

屋外軽油タンク２ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

 

設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基

準に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第１項及び第３

項） 

・安全機能を有する施設の地盤（第５条） 

・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第８条第１項） 

・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

 

  

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－１２（４／５） 

 

設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合性確認結

果の検査記録 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                             

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

燃料移送ポンプＡ、Ｂ 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

 

設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基

準に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

・安全機能を有する施設の地盤（第５条） 

・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

 

  

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－１２（５／５） 

 

設計変更による工事を伴わないもの又は設計変更及び工事を伴わないものに対する適合性確認結

果の検査記録 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

検査範囲及び対象機器 

その他の加工施設 

非常用設備                                                                                                                             

非常用電源設備 

ディーゼル発電機 

その他の構成機器 

燃料供給配管 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

 

設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基

準に適合していること。 

・火災等による損傷の防止（第４条第３項） 

・地震による損傷の防止（第６条第１項） 

・安全機能を有する施設（第１６条第２項） 

 

  

備  考： 

 本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１４に示す。 
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別紙－１３ 

 
使用計測器一覧表 

 

検査年月日：     年    月    日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

 

1)本設計器 

検査項目 機器名称 計器番号 測定範囲 精度 
校正年月日 

備考 
校正有効期限 

       

       

       

       

       

 

2)本設計器以外の計器 

 

検査項目 機器名称 計器番号 測定範囲 精度 
校正年月日 

備考 
校正有効期限 
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別紙－１４ 

 

記 録 一 覧 表 

検査年月日：       年     月     日 

                    検査場所：日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設 

No. 確認した書類の名称 文書番号、制定年月日等 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


